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本研究では，２段階確率計画法を用いて将来の不確実性を考慮した地方自治体におけるエネルギーシス

テムの長期計画モデルを開発した．長期計画における最大の懸念材料は，エネルギーシステムを取り巻く

様々な社会環境の将来予測が難しいことであるが，確率計画法を用いることで将来的不確実性を考慮した

形での最適化問題として定形化することができる．開発したモデルを用いて，2016年から2050年における

富山県のエネルギー供給システムの望ましいあり方を検討した．その結果，富山県が保有する再生可能エ

ネルギーの中で利用可能量が多い小水力発電や地熱発電の普及が進み，移入される化石燃料や系統電力消

費量が大幅に削減される結果となった．最終期の電源構成は小水力発電が32%，地熱発電が34%，系統電力

が29%，風力発電が4%となった．本モデルの開発により，これまでの長期的なエネルギーシステムの検討

では考慮できなかった将来の不確実性をモデルに内包した形で最適施策を検討することが可能となった． 
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1. 研究背景と目的 
 
 2016年にパリ協定が発効され，各国は中長期的な

温室効果ガスの排出抑制の目標値を設定し，その目

標達成に向けた取り組みを活発化させている．我が

国においては，長期的な目標値として2050年までに

CO2排出量の80%削減などを掲げており，この長期目

標に向けた頑健なロードマップの作成が必須となっ

ている．しかし，35年先までの長期計画ともなると，

様々な社会状況の変化を予測することが難しく，一

つの将来推計に基づく将来設計には無理がある．従

って，長期的な計画を検討する上でよく用いられる

のはシナリオ分析の手法1)-4)である．いくつかの将来

シナリオを設定し，各シナリオごとに戦略を検討す

ることで，将来変動に対しある程度対応力を保持し

ておくというものである．しかしこの場合，将来シ

ナリオは２～４通りで行うことが多く，検討の幅が

限定的となってしまう．それ以上に問題なのは，あ

るシナリオに沿って作られた戦略を実行途中に，別

のシナリオを進んでいると判断された時点で，別の

シナリオでの戦略への移行が必要となり，これまで

の戦略と新しい戦略との間にギャップ（無駄）が生

じる恐れがある．従って，現行戦略下にあっても他

の戦略への移行のリスクを考慮しておく必要がある． 
 確率計画法は，将来の不確実要素を直接モデルに

組み込み，不確実性を含んだままの形で最適解を導

出する手法であり，直接解法ではその計算量の膨大

さがネックとなっていたが，近年の計算機の処理能

力の向上により利用の幅が広がってきている．この

手法を用いることで，様々な将来変動に対するリス

クを考慮した形で最適解を導出できることから，シ

ナリオ分析的アプローチで生じる無駄が生じる可能

性を事前に減少させることが可能となる． 
本研究では，地方自治体（富山県）のエネルギー

供給システムを対象として，2段階確率計画法を用い

た長期的計画モデルの開発を行い，実証的検討を行

った． 
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目的関数

計画変数

制約条件

ＯＵＴＰＵＴ

エネルギー供給システムの維持管理、建
設、廃棄に係る期間内総費用の最小化

各期のエネルギー供給施設の稼動状
況を示す状態変数

・各期のCO2排出量 ・エネルギー需要量
・財源 ・再生可能エネルギー利用可能量

・エネルギー供給施設の建設、維持管理、
廃棄のロードマップ
・エネルギー供給・消費の内訳と経年変化
・公債発行と償還スケジュール
・CO2排出量と排出要因内訳 など

 
図-1 モデルの概要 

 
 
2. 研究手法 

 
(1) モデルの概要 

 モデルの概要を図-1 に示す．計画期間は 2016 年

から 2050年までとし，目的関するは，エネルギー供

給システムの建設，維持管理，廃棄に係る期間内総

費用の最小化である．計画変数は，各エネルギー供

給施設の建設，維持管理，廃棄の状態である．ここ

で，施設の新規建設は全て地方自治体が自らの財源

で主体的に行うこととした．その理由の一つは，

2012 年に FIT が施行されて以来，太陽光発電が爆発

的に普及した一方で他の小水力や地熱などの再生可

能エネルギーの普及は予想を下回っているのが現状

であり，その突破口の一つとして自治体の主体的な

取り組みが期待されていることが挙げれる 5),6)．そし

てもう一つの理由は，対象地の富山県企業局で，大

規模地熱発電や小水力発電の開発など主体的な取り

組みに力を入れており，その長期的なロードマップ

の検討の必要性が高まってきていることである．  
目的関数として，期間内のエネルギー供給施設の

建設，維持管理，廃棄費用の最小化としているのは，

常に合理的なお金の使い方が課せられる自治体の性

質を表している． 
制約条件は，中期・長期のCO2 排出量の削減目標

値，各再生可能エネルギーの利用可能量，エネルギ

ー需要量，電源構成に占める変動性再生可能エネル

ギーの比率そして財源である． 
すなわち本モデルは，地方自治体が無駄の無い公

共事業を実現しながら CO2 削減目標を達成する施設

整備のロードマップを出力するものであり，出力と

して得られる情報は，再生可能エネルギーの導入量，

化石燃料の移入量，系統電力の消費量，CO2 排出量，

収支，地方債の借入・償還などの経年変化である． 

(2) 目的関数 
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ここで， iIC ：導入技術 i の建設費(円/kW)， i ：導入

技術種， tix ,' ： t 期における新設導入技術 i の設備容

量(kW)， iMC ：技術 i の維持管理費(円/kW・期)，

iFI ：技術 i による収益(円/kW・期)， t ：期(5 年)，

tix , ： t 期に稼動している技術 i の設備容量(kW/期)， 

iSC ：技術 i の設備廃棄費(円/kW), tix ,′′ ： t 期に廃棄

される技術 iの設備容量(kW), j ：北陸電力の CO2排

出係数(kg-CO2/kWh)に係るシナリオ， jp1 ： シナリ

オ j の生起確率, jq1 ： CO2 排出量制約の超過分に係

るリコース単価(円/t-CO2), 
+jy1 ：CO2 排出量制約の

超過量(t-CO2/期), k ：電力需要に係るシナリオ，

kp2 ：シナリオ k の生起確率, kq2 ：電力需要制約の不

足分に係るリコース単価(円/TJ), −ky2 ：電力需要制

約の不足量(TJ/期), l ：熱需要に係るシナリオ，

lp3 ：シナリオl の生起確率, lq3 ：熱需要制約の不足

分に係るリコース単価(円/TJ), −ly3 ：熱需要制約の不

足量 (TJ/期) ．              
第一項はエネルギー施設の建設，維持管理，廃棄

の各費用，第二項から第四項はリコース量の期待値

を表す．また，5 年を 1 期とし計画期間は 2050 年ま

で T=7期となる．導入技術 iは発電に係るものが 9種，

熱供給に係るものが 4 種，家庭用省エネ技術に係る

ものが 2 種であるが，木質バイオマスなど市町村ご

とに変数を割り当てているものもあるため，発電に

関わるものが 52 種，熱供給に関わるものが 53 種，

合計 105種となる．導入技術種一覧を表-1に示す． 
ここで導入技術は「地方公共団体における地球温

暖化対策のための計画的な推進のための手引き」7)に

に掲載された技術より選択した．ただし，温度差エ

ネルギー利用，融雪冷熱利用など実用性の低い一部

の技術は今回のモデルでは考慮していない．また，

各施設の耐用年数は 20年（地熱は 15年）とした． 
 
(3) 計画変数 

　titititi xxxx ,1,1,, ′′−′+= −−                   (2) 
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表-1 導入技術一覧 
発電技術 
（ i =1,…,52） 

太陽光発電(10kw 以上), 陸上風

力発電, 小水力発電（200kw以上

1000kw 未 満 ), 中 水 力 発 電

（1000kw以上 5000kw未満）, 地
熱発電（発電単体）, 地熱発電

（熱電併給）, 木質バイオマス

発電（熱電併給）, メタン発酵

バイオマス発電（熱電併給）, 
廃棄物焼却熱発電（熱電併給）  

熱供給技術 
（ i =53,…,75） 

地熱熱供給,木質バイオマス熱供

給,メタン発酵バイオマス熱供

給,廃棄物焼却熱熱供給 
省エネ技術 
（ i =76,…,105） 

エネファーム（一般住宅）,地中

熱ヒートポンプ（一般住宅） 

 

tix , ：技術i の施設立地を示す状態変数(kW)， tix ,′ ：

技術 i の施設を t 期に建設することを示す状態変数

(kW)， 　tix ,′′  ：技術 i の施設を t 期に廃棄することを

示す状態変数(kW)．なお，建設中及び廃棄中の期は

使用不可とした．                             
 

(4) 制約条件 

(a) CO2排出量の制約 
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ここで， +j

ty ,1 ：CO2 排出量制約の超過量(t-CO2/期)，

j
tUE ：北陸電力の CO2 排出係数(kg-CO2/kWh)，

tES ：北陸電力からの電力供給量(kWh/期)， pUP ：

化石燃料 p の CO2排出係数(kg-CO2/kWh)， p
tPS ：化

石燃料 p の供給量(TJ/期)， tTA ：CO2 排出量目標値 

(t-CO2/期)，d ：需要部門． 
式(3)は CO2排出量の制約式，右辺第一項が北陸電

力からの電力供給に伴う CO2 排出量，第二項が化石

燃料による熱供給に伴う CO2 排出量，第三項が各期

の CO2 排出量目標値となる．式(4)におけるd は産業，

業務，家庭，運輸の4部門である. 
 
 

(b)  電力需要の制約 
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−k
ty ,2 ：電力需要の不足量(TJ/期),  k

tDE ：t  期におけ

るシナリオk の電力需要(TJ/年), tES ：北陸電力か

らの電力供給量(kWh/期)， tRS ：自治体以外で導入

された再生可能エネルギーによる電力供給量(TJ/年).                               
(c)  熱需要の制約 
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−l
ty ,3 ：熱需要制約の不足量(TJ/期), l

tDH ： t 期にお

けるシナリオl の熱需要量(TJ/年), hI ：熱供給技術

の集合， tIF ：県外からの化石燃料移入量(TJ/年)．   
(d) 各種エネルギーの利用可能量の制約 

 

　ititi Pxx ≤+ ,, '                             (10)                                 

      　iP ：導入技術種i の域内ポテンシャル．                           

(e) 不安定な再生可能エネルギー（太陽光，風力）

による発電量の上限制約 

 
rvDExx t
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rv ：電力需要量に対する不安定な再生可能エネルギ

ー発電の割合上限値．               
 
(f) 財源制約 
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tFB ： t 期からの繰越金(円/期)， tLB ：地方

債発行額(円/期)， tRB ：地方債返済額(円/

期). 

ただし，t 期の建設費には， t 期に得る売電・買熱利

益は使用できず，またt 期における地方債の返済には，

t 期に新たに借り入れた地方債は利用できない条件を

付与した． 
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(g) 償還の制約 

∑ ∑
∈ ∈

=
Tt Tt

tt RBLB            （13） 

   
式（13）は最終期(T )において，必ず地方債が完済す

ることを示している． 
 

(5) 確率変数について 

 筆者らが以前に行ったエネルギーシステムの設計

に関する研究において，感度分析の値が高かった制

約条件であるエネルギー需要量及び北陸電力のCO2排

出原単位の２つを確率変数とした． 

(a) エネルギー需要量 

資源エネルギー庁の2030年までの需要見通し8)を用

いて2050年までの需要量を推計した場合をベースシ

ナリオとし，ベースシナリオからそれぞれ+20%，+10%，

-10%，-20%と変化させ，５つのシナリオを作成した．

各シナリオの生起確率はベースシナリオを中心とし

た正規分布に従うものとした． 

(b) 北陸電力のCO2排出原単位 

 ベースシナリオとして，電力事業者連合の目標値9)

を2050年に達成する場合を想定し，ベースシナリオ

からそれぞれ+20%，+10%，-10%，-20%となる５つのシ

ナリオを作成した．各シナリオの生起確率はベース

シナリオを中心とした正規分布に従うものとした． 

 

(6) モデルの条件設定 

(a) 建設・維持管理費について 

経済産業省発電コスト検証ワーキンググループ報

告書 10)の推計値を用いた．当該報告は 2030年までの

推計であることから 2050年までは各推計値を延長し

て値を算出した． 
(b) FIT買取価格について 

太陽光に関しては売電価格[円/kW]を従属変数とし，

調達価格等算定委員会資料（平成 24 年～平成 28
年）11)の建設費，維持管理費，IRR を独立変数とし

て重回帰分析を行い将来推計を行った．その他の再

生可能エネルギーに関しては，法施行以来，買取価

格があまり変化していないことから同様の将来推計

ができない．従って (a)で推計した太陽光発電の建

設・維持管理費用と買取価格の比を算出し，それを

用いて他の買取価格を推計した．推計した買取価格

を図-2に示す． 
(c) FIT買取終了時期について 

FIT での買い取りは買取価格が系統電力価格以上

の場合に限り，系統電力価格を下回った場合はその
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太陽光（10kW以

上）
風力（20kW未満）

風力（20kW以上）

地熱（1.5万kW未

満）
地熱（1.5万kW以

上）
水力（200kW未

満）
水力（200kW以上

1000kW未満）
水力（1000kW以

上）
バイオマス未利

用材

 
図-2 系統電力価格と買取価格 

 
時期の系統電力価格で買取されるものとした．ここ

で系統電力の価格は，不確定要素の少ない賦課金の

影響のみを価格に反映させて将来推計を行った． 
賦課金の計算式を式（13）に示す． 

　DeOABS /)( −−=             （14） 

　S ：賦課金単価（円/kwh）， B ：買取費用（円/年）

A：回避可能費用（円/年），O：費用負担調整機関

事務費（円/年），De：消費電力量（kwh/年） 
 

(d) 木質バイオマス利用における燃料費 

木質バイオマス発電においては建設費，維持管理

費とは別に燃料費もコストに計上している．鹿児島

県バイオマス基本指針 12)から間伐材の搬出から加工，

運輸までの単位当たりのコストを求めた．さらに輸

送距離に関しては，各市町村にある林地の中心点か

ら市役所までと仮定し輸送費を算出した． 
(e) 熱供給事業の設定 

バイオマス発電，廃棄物焼却熱発電，地熱発電にお

いては温水による熱供給（コージェネレーション）

も想定している．熱供給は，供給先の立地や施設の

構造によって熱配管などの設置コストが変化してし

まう．そのため今回のモデルでは仮想の熱供給区域

として山口県における導入事例 13)を参考にし一般住

宅街を想定した． 
(f) 再生可能エネルギーポテンシャル 

富山県における再生可能エネルギーの導入可能ポ

テンシャルは環境省の度再生可能エネルギー導入ポ

テンシャル調査報告書 14)，NEDO の調査結果 15)より

設定した．ただし，中水力は出力が 5000kw 未満ま

でのものに限り，太陽光は最も積極に導入するケー
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スの値を用いた．さらに，地熱発電は 150℃以上の

ポテンシャル値を用いた．富山県の特徴としては安

定的な再生可能エネルギーとしては中小水力と地熱

発電が多く，木質バイオマスとメタン発酵バイオマ

スは比較的少ない． 
(g) 財源について 

富山県の財務資料 16)より平成 27年に富山県で取り

組まれた再生可能エネルギーの利用促進や小水力発

電の建設，維持管理費への予算である年 50 億円を財

源の上限とした． 
(h) 地方債の発行について 

富山県において地方債の発行における公共事業の

充当率は 90％と規定されていることから，富山県が

現在環境対策に用いている総額 50 億円を基準に，地

方債上限を 500 億円と設定した．ただしこの地方債

の返済方式は，半年賦元利均等返済方式で基本的に

は 4期分の 20年で返済を完了するものとした．利率

は地方公共団体金融機構 17)の平均利率0.3%とした． 
(i) CO2削減目標値 

CO2 排出許容量（削減目標）は 2013 年比で 2050
年には 80％削減するよう線形推移させた．ただし第

三期（2026～2030 年）にはパリ協定で定められた

2013年比で26%削減を目標値とした． 
 
 
3. 研究結果 

 
 図-3に本モデルで導出された富山県における2050

年までのエネルギー供給計画の内訳を示す．エネル

ギー供給は，小水力発電で第1期に1,750[TJ/期]供給

し，第7期に9,900[TJ/期]供給する結果となった．ま

た，第4期に地熱発電から5,390[TJ/期]供給され，第7

期に10,400[TJ/期]となった．一方で，第1期に

49,200[TJ/期 ]であった化石燃料は第 7期には

21,800[TJ/期]となり，第1期に38,000[TJ/期]であった

北陸電力からの供給量は第7期に8,750[TJ/期]まで減

少した．最終期の電源構成（図-4）では小水力発電

が32%，地熱発電が34%，系統電力が29%，風力発電が

4%となっており，富山県が保有する再生可能エネル

ギーの特色が色濃く出た結果と言える． 

図-5に各期の費用・利益と地方債償還のグラフを

示す．借入金は，第1期に総額410億円，第2期に696億
円，第3期に1052億円，第4期，第5期，第6期に2500億
円となっており，設備投資は第4期から第6期に多い

結果となった．初期から中期に借金をして設備投入

し，中期から後期にかけてその収益でさらなる設備
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図-3 富山県におけるエネルギー供給計画 
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図-4 各期の電源構成 
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図-5 各種費用・利益及び地方債の償還経緯 
 
投資と借金の返済を行う結果となった．地方債は

第4期で最大2500億円にまで膨らむが，その後の利益

で，計画期間内に完済する結果となった． 

 
 
4. まとめ 

 
 本研究では，２段階確率計画法を用いた，エネル

第 56回土木計画学研究発表会・講演集



 

 6 

ギーシステム計画モデルの開発を行った． 
 これまで長期的なモデル分析にはシナリオ分析が

多く用いられてきた．シナリオ分析は，エネルギー

システムの設計に影響を及ぼす要因（ドライビング

フォース）によりいくつかのシナリオを作成し，シ

ナリオごとの最適解を用意しておくものであり，不

確定な将来に対して柔軟に対応できるように備える

という意味合いが強い．従って，結局計画主体は，

ベースシナリオに従ってエネルギーシステム計画を

立てることになり，想定外のシナリオになった場合，

ベースシナリオで作った計画から他のシナリオへ移

行するリスクが考慮されていない．本研究で開発し

たモデルではこのリスクを考慮した形でのエネルギ

ーシステムのロードマップを描ける所が特長である． 
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